
特定非営利活動法人ももの会 役員報酬規程

(総則)

第 1条 この規程は特定非営利活動法人ももの会 (以下、「本法人」という)の定款第 17
条第 3項に基づき、役員に対する報酬の支給及び費用の弁償に関して基本事項を定める。

(報酬)

第 2条 本法人の役員には定款第 17条第 1項に基づき、その総数の 3分の 1以下の範囲内

で、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。

2 本法人の役員報酬の支給対象は理事長とし、その任期中、月額 3万円を上限に支払うこ

とができる。

3 本規程に定めることのほか、役員報酬の支給に関しては就業規則 (12項)を準用する。

(費用弁償)

第 3条 本法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用 (職務の遂行に伴い発生す

る旅費交通費等の経費をいう。)については、理事会の決議で定める範囲内のものに対して、

当該役員より請求のあつた日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものに

ついては前もつて支払うものとする。

(改廃)

第4条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

(補足)

第 5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は理事長が別に定める。

附則 この規定は平成 28年 5月 25日 から施行する。



特定非普利活動法人ももの会 商お若在宅サービスセンター

<就業規則>

1.こ の洸禁規則は、特定キ悧 滲勁法人ももの会が会の目的を4蔵するために、職員の採用

及び縫鷲条件をためたものです。

職員はユいにこの規則を尊重して助け合い、働きやすい職場を目指しましょう。

2.ヽPO法人ももの会の設立目的

この法人は、杉二区に居住する商蛉オ及びおよびその家族に対して「杉圭区による姜絶事業

であるた人デイサービスセンター逹普」および「住民でええあう福祉ネットワータ作り」に

関する事鷲を行い、みんながネらしやすいまらづくりに寄与することを目的とする。

3.会の理念とこ普方針

理念   「人間としての専晨を守り、生きるネびのあるデイサービス」

理普方針 ・ポランティア精神を基盤とし、利用オホ住の二普をします。

・ひとりひとりのニーズにあったケアを実施します。

・小学枚に関叡:さ せたことを重視し、地Jたに関かれた施設を目指します。

4採 用

1)本会の理念と理普方針を理解し、迪性と掟康状健を有すると列晰レ 應非オにつき、理事

長がこれを行 う。

2)非常勤職員の採用期間は、4月 1日 からた算して1年間とする。但し、4月 以降に採用さ

れた者の期間は、彙初の3月 31口 までとする。特別な事情がない餞り期間史新を妨げない。

5.iL職
1)採用期間が満了したとき。

2)本人の部合により申し出たとき。 特別な事情がある場合を除き、二職口の2カ 月前まで

に二職鳥を理事長に提出する。

3)え年は、満 70蔵 とし、満 70歳に生した月の末口をもって自然退職とする。

4)凛月期間の延長 たキ退職後の■鷹用を希笙するオは、意欲、籠力、健康状態を〕奮し、

6ヶ 月を区物りとし、凛用契的を結ぶ。労働条件については、個別に決定する:

6.免 職

1)事業の拳焼が不可能になり、会が解散するとき。

2)ヽ身の障害により業務に耐えられないと撼められるとき。

上記いずれかに該当する場合は、理事長が免職することができる。

3)会の理念と運営方針に照らし、■人を青信行為があると蠅められるとき。

7.勤務鮭様

1)常械 員は、1口 8時間、45口 勤務とする。



2)4F常力職員は、業務内ふ及び各人の条件を働煮して株月時にためる。仁し、常勒職員の

端 間を超えないものとする。              .・

8 勤務時間

1)始業時刻午前8時 20分から終業時刻午後 5時 20分の間。

2)休息時間は、勤務時間8時間につさ60分、6時間未満は30分とし、時刻は業務にえ障

がないようにた投長がためる。

9. 多ト ロ

ロ颯口。国民の体口。年末年始12月 29■ から1月 3口 。その他法人がためる口。

10.休 暇

1)年次休啜 常勒職員の年次休暇は別表 1、 キ常勤載員は常勤職員の勤務時間440時間)

との比率で別表1の未数 (小数点以下物り捨て)と する。

ネ行の単位は、常勒職員はキロから、キ帝勤職員は1時間からとする。

2)慶弔体啜 本人の書ネにより別表2の範囲内で特別有め休暇をネ行することができる。

11■退勤、欠勤、遅刻・早退

1)職員は、山勤、二勒時に出勒簿に署名スは押印する。

2)休暇承待及びえ力する場合は、子めた量長に属け出を行う。

3)遅刻・旱iLを する場合は、子めた藪長に属け出を行う。

12.め 与

別にためる「め与規定」に則り、支払われる。

13.研 修

会は、業務に関する妊畿 技ヾ能の向上及び職員の相二理解と逹携のためのよ市、研修を行
い、職1員 はこれに継 的に夕かする。

14健康診断

毎年 1口、おたの医療機 B配 において健康サ断を実たする。但し、前後 6カ 月以内に区民掟
診等で史サした場合はその場 さを提出することで換えることができる

15.社会保険など

1)常勒職員は法今で決められた社会係隣、労働保険にか入する。

2)非常勤職員は本人の意志で社会保険、労働保険にか入する。

3)会は、全織員について法今で決められた労働オ文字補償保険にか入する。

16.業務上のヽ行

1)人権の専童 利用者及び家族の意志を尊重する。



2)個人の情兼 利用者及び家族に関する個人情報を守根する。

3)安全と衛生 利用者及び職員の安全と衛生に関する注意を恙らない。

別表1年 次有綸休暇基準

勒洗年数               口数

0年 6カ 月以上 1年 6カ 月未満     10ロ
以下1年かわるごとに1■ をか算、3年 6カ 月以降は2口 ずつをか算し、

20日 を離皮とする

別表2 慶子休啜   本人の結着

況族のえ七 配偶オ、子、父母

兄弟畑颯 祖父母、醸偶オの失母

但し、休口と重なる場合は、その口数を合める

5日

5ロ

3ロ



ももの会

(高齢者在宅サービスセンター 桃三ふれあいの家)

(目 的)

第 1条 この規定は、常勤職員及び非常勤職員 (以下「職員」という)の給与に関する基準及び

手続を定めることを目的とする。

(賃金の構成)

第2条 賃金の構成は、次の通りとする。

基本給 通勤手当

役付手当

賃 金 ●= 】2
寸・ コ 業務手当

住宅手当

その他手当

面 騒翻【研Ⅲ韮琶

割増賃金 休 日労働割増賃金

(基本給)

第 3条 基本給は、本人の職務遂行資格、職務経験などを勘案し、決定する。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、月額 10000円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支

給する。

(役付手当)

第 5条 役付手当は、管理監督職の地位にある職員、または、これに準ずる業務に従事する職

員に対して支給する。

(業務手当)

第 6条 業務手当は、業務の内容を勘案して支給する。

(住宅手当)

第 7条 住宅手当は、職員の生活状況を勘案して支給する。



(その他手当)

第8条 前各条に定める諸手当以外に法人が必要と認めたものについては、目的、対象者、支給

額、支給期間などを定める。

(割増賃金)

第 9条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

(1)時間外労働の割増賃金 (所定労働時間を超えた場合)

1時間あたり賃金 X l.25 X 時間外労働の時間数

(2)休 日労働の割増賃金 (所定休日に労働させた場合)

1時間あたり賃金 × 1.35 × 休日労働の時間数

(3)深夜労働の割増賃金 (午後 10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

1時間あたり賃金 × 0.25 × 深夜労働の時間数

(欠勤等の扱い)

第 10条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金
を控除する。

(賃金の計算期間及び支払日)      __
第 11条 賃金は、毎月末日に締め切って計算し、翌月 15日 に支払う。ただし、支払日が休

日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
2 前項の計算期間の中途で採用された職員又は退職した職員については、当該計算期間の所

定労働日数を基準に日割り計算して支払う。

(賃金の支払いと控除)

第 12条 賃金は、職員に対して、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、職員が同意した場合は、ゆうちょ銀行への振り込みにより賃金を支払う。
3 次にあげるものは、賃金から控除する。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、 厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

(給与の改定)

第 13条 給与の改定は、原則として毎年 1回行う。業績の著しい低下その他やむを得ない
由がある場合は昇給は行わないことがある。

2 特別、または臨時に必要があると認めた場合は特別昇給または減給を行 う。

(賞与)

第 14条 賞与は毎年年度末
能力を勘案し支給する。た
わないことがある。

附則

この規定は、2018年 4月 1日 より実施する。

に在籍している職員に対し、事業の業績と各人の職務などを遂行
だし、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行



事 業 年 度
2020年 4月 1 日

～2021年 3月 31日法人名 特定非営利活動法人 ももの会

書式第 17号 (法第 55条関係 )

54条第 2項第 3号に定める事項を記載 した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

特定

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費 132,000円

3,702,761円

79,000円

67,413,951円

2,961,800円

0円

受取寄付金

受取地方公共団体助成金

介護保険法に基づく居宅サービス事業

高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業

障がい者 と地域住民の交流事業

受付利息 395円

雑収益 4,449,434円

円

円

円

円

円

円

△
日 計 78,739,341円

(1)収益の源泉別の明細

(2) 入金の明細

該当無し

入 先劇上
1日 金    額

円

円

円

円

該当無し

円

円計∧
日

(3)その他

32条第 1 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

条  件  等料 金役 務 の 提 供 の 内 容

別紙①「プログラム」添付
1回 き)

500円かがやき亭に於けるプログラム

ダーツ、歌、書道等)の提供

(囲碁、

絵手紙、

(半 日は 1000

1日 の参加
1500円かがやき亭に於けるプロ

の提供

ラム (麻雀)

1食。別紙②「献立表」添付650円桃三ふれあいの家に於ける 提供

1個 ( イサービス利用者限

="ヽ人Lノ
600円桃三ふれあいの家に於ける

100円
1回の参加費

別紙③ 「プログラム」添付(書道、絵、俳句、謡曲、音楽 リハビリ

等)の提供

桃三ふれあい けるプログラム

1回500円桃三ふれあいの家に於けるマッサージ の

提供

1食。敬老会、望年会1000円桃三ふれあいの家に於ける の提供

260円桃三ふれあいの家に於けるお茶・お茶菓

子の提供

敬老会、望年会、新年会参加費200円桃三ふれあいの家に於ける行事プログラ

ムの提供

(1)資産の 係 る び条件等

(2) 資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

料 金

円

円

円

条  件  等

該当無し

譲 渡 資 産 の 内 容

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

無 し
円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら | 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月 日

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

該当無し

円

円

円

円

円

円

円

円

収益の生ずる取引の上位 5者

(2) 用の生ずる取引の 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地

45,904,961円 介護保険事業

介護予防 。日常生活支援総

合事業
4,981,106円

1,480,000円

446,380円

453,479円

「西荻 。まちふれあい かが

やき亭」食事部門業務提携

デイサービス利用料

デイサービス利用料

取 引 内 容 等取引金額住所又は所在地氏名又は名称

法定福利費 (年金 )8,834,026円

役員報酬5,301,895円

送迎車リース代 (3台 )1,910,427円

保険料 (自 動車、傷害、火災、

業務災害補償、賠償責任等)

1,907,758円

。まちふれあい

かがやき亭」賃借料
1,300,000円



ロ (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等取引先の氏名等

法人との

関  係
住所又は所在地

円該当無し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等

法人 と

の

関

係

住所又は所在

地

役務の

提供年

月日

対 価 の 額 役務提供の内容等

2020
年 2月

25日

55,000円 IT導入に伴うコ

ンサルタント費用

2020
年 12

月 14

日

148,500円
新事業所の設計監

理

2020年
4月 1日

2021年
3月 31

日

50,000円
音楽リハビリ指導

員

2020年
4月 1日

2021年
3′月 31

日

297,000円 税理士

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

4000円

120000円

160000円

円

円

2020・ 6・ 15

2020・ 1104

2021・ 3・ 25

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 であるものに限る )の氏名並びにその寄附金の額及 日

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

34人 45,296,583円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び7
に 日]

支出年月 日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当無し 。 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

該当無し.

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 僣調りP営和絣舌邸踊な人 ももの会 チェッタ相

′
3運営組織及び暢理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)

(a

口 各社員の表決相が平等であること

ハ 会開こついて公認会計士又Iま監壺法人の監壼を受けていること、コ説園■関の備付け、取引の記

てヽ青色申告法人に準じて行われていること

二 支山し鮨

"“

輌u"嘲らかでなιヽも●

“

ある0●不■にな●口

"喘
|力てい0も こヽと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人蜘申ム 第3表付嚢1『役員の状況」から転田してくださし、

③及麒〕こついて:ム 小数点以下第2位を切り捨てた数饉を記載してくださしヽ

コ

項  目

区  分

□ロコ

①

申 田 時
人

0人 0%

人 %

人

人

%

%

人 %

人 %

人 %

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷(D)

② ③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

峡等」のグループの人数

割 合

(0■◎

⑤④

③ ""年
4月 1日～m21年 3月

31日 9人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

O 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

申請時◎ ①◎ ①◎ ⑥

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

ltv\

L\l/\-2

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条・58条関Ю

認定基準等チェック表 (第31D

…

ェック表 (第 3口):よ 法第5彙第1項に善づく書目 〈役員輌腑ロロ嘲日川■Dの日出時におし

付する必要があります。その場合、上記口の

“

崚の必要はありません。

'gElofiNfiI,,,'r5ot[t:{f:a(l*. 
}tS55 *I 1 IIl*'<

匝 厠

添付を省略することができます。

《ヽ:、



ハ

項 □ ③ ⑥ ◎ ◎ ① 「 =7¬Lif」
`L盪

]0

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

lt!\
l,/ \U \.1

はい はい

いいえ

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえしヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び爆津書類の保存

を青色申告法人に準して行つている

|

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① ー二」■=E」

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有③ 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

めて日摯する必要はありません。

第3表 (ツdD

って:ム 法第55彙第1項に薔づく‐  (役員輻■燿□嘲口出■D に田職した事項について、改

3エ ツ

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とlム 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも :

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を :

明ら力ヽこしなしま出がある場合も、当然に 1瑣瞼が明らかでないもqが あることになり、認定を受けることはできませれ    |

中

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「0～①」の各相に:よ 実績乳随期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の関殉 を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各相に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相にlム 例え

ばk「定款 (又は論濱lD第○条に『客正会員の表関陶ま

平等なものとす のよう します。

口の各欄

ハの各欄

「 その内容

等」相には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「墜霊L

生墜K量望ニ

② Π帳簿書類の備付け、取引の調録及

ll(l?a(v \6J a)_Itr!.)_E_QL

該当する一方を「〇」で囲みます。

な:は

'0」

から「①」についてiム イに記載する各期

間 (l③」から「①」)を示したものです。

該当する一方を「○」で田みます。

なお、「③」から
'①

」について:ム イに記職する各期

間 (10」 から )を示した

二の各欄



法人名 特定非営利活動法人 ももの会 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

人 人 人

人 人 人

役  員  数 9人 人 人 人

0人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条。58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

大井妙子 理事 ∩

）

2000.1.21

就任

大久保時中 理事 ∩
）

2011.6.30

就任

市川員子 理事 ∩

）

2012.6.30

就任

宮浩子 理事 ∩

）

2012.6.30

就任

梅谷則子 理事 （
∪

2016.5.25

就任

鎌田肇 理事 ∩

）

2018.5.30

就任

松本 さゆ り 理事 ∩

）

2020。 5.27

就任

山田督章 理事 （
∪

2020.5.27

就任

織田宏子 監事 ∩
）

2012.6.30

就任

岡本波津子 理事 ∩

）

2020.5. 27

辞任

(注意事項 )

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載 した事

項について、添付を省略することができます



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 囲匡ヨEコ

法人名 特面りP営和踊申助滋J、 ももαX告

伝 票 又 は 帳 簿 名 訓辰θ蝉醐 医観圃

琶置I箔国

弥生会計データ使用 毎 日 7年

都園 7年エクセル使用

ルーズリーフ

給与台帳
ルーズリーフ

月 1回 7年

晴調口‖申時名」1日よ 例えば『ス0日和、「出自曰晨:、『椰瞬曰駒、!覇瞼出翻晟|、「総働薩元艤」などのように田載します。

「左のほ博等の形態」欄tr」関瞑」、ウι″ズリーフ」、:凛T欄●」などのように日曖します。

II互麗互EI日 「毎日」、『―週間ごと」のように口曖します。

日定の有効曲閥p更所の申睛に当たつて:よ 法第騒彙第1項に●づく

がないときiム 澤付を省晴することができます。



書式第 10号 (法第44条・51条。58条関n

認定基準等チェック表  (第4表)

曜闘日鬱申専チェック表 (第4表)」 :よ 法第5彙第1項に基づく ロエ:=五
=Ⅱ

E:コ囮Iコ1工:EコIE=iヨ

及び濠付する必晨があります。

せん。

目定の有効醐口p口輌の中躙に当たつては、1自購5彙第1項に基づく

て、改めて

“

崚する必要はありません。

その場合、暉田日■椰中チエツク豪 第4表 (次彙)」 い戯び二)の日颯及び澤付の必要はありま

法人名 橘頑ブP営和1蝉親糖れた ももσ%告 チェッタ相

′
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教濶蹴剛ま政治活動饉を行つていないこと

口 役員等に対し欄酬又口磨与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の饉蹟等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

う者又は特定の公職の候補店着しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

!■E=瓢iヨ;IE=ZEI互】
=:IiEI

める割合が80%以上であ

ること

7 096以上を特定非営利活動鱒 業費に充てていること

口
日

【 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ①
聖T'電¬
i」■.崚]

宗教の教義を広め、餃 4昴へ 及び信者を

教化育成する活動 有。③ 有 。無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

有・ 無

政治上の主義を推進し、支持Ц 測まこれに

反対する活動 有・③

有・⑥

有 。無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・ 無 有 。無

□

項
日

【
◎ ① ◎ ① E==】③ ⑮

役員の職務の内餃 職員に対する給与の支給の:槻魚 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する囀目に)支綸の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る錮酬の支給として過大と認められる錮酬の支給その他役

員等に対

の有無

し報酬又は給与の支綸に関して黎拐!」の利益の供与

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその破渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供

与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の和

―

`´

・ 、ヽ

有雙リ 有・無 有・無 有・無 有・無

′ヽ

有黎リ 有・無 有・無 有・無 有・無

有o 有・無 有・無 有・無 有・無

有・無 有・無

有・無 有・無

有・無 有・無

有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する葡附の

有無

有0 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

c田暉■■用陶現山口願)に田職した事項につい



書式第13号 (法第44条051条・58条関Ю

エ ツ (第 5
法人名 特定非営利活動法人 ももの会 チェッタ欄

イ 特定非営利后助促遭法第20劇ヨロ定する事彙籠日■n役員名鱚吸ぴ自餞串

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の興体的な事業の内容をm職した書類

二 役員1報酬又国職員給与の支給に関する1規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

巨画LEコ

これをその事

′ヽ

務所において閲覧させること

5 次に掲げる書類につし

次に掲げる書類につヤヽて閲覧の請求があった場合に:ム 正当な理由がある場合を除きこれをそ
の事務所において閲覧させることに同意する。

x([f;EBgf6flE[ 6t/rffiEr0 En iD6f,6{clr. Zo*H! (拙内側0等を添付してくださし、

同  意

″ゝ
｀中ノ

しない

イ

① l事業報告書等 停業報告書、財産目録、鐵 、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の
氏名及び住所又は居所を記したI書動

② 額 名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 名昏酌超基薄雲事に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の鏃 又はこれらの者と特殊
の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及疇 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の観日こ関する事項

⑥ 支出した翻附金の順懃酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場創こ事後国所轄庁に提出した書類の写し

(注意,中①
。 日随轟調噂チェック表第5表は、法第55彙第1項に基づく書類
があります。

EGo*ilfrW)fio:fNfi :igf= :(l*. ff.fo)Sg *bti i*t,(,, "



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 ももの会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事]D
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬騒聾議き出書類):こ記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 毎 有 缶 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

チェック欄

′

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無



書式第15号 (法第44条。51条・58条関n

欠格事由チェック衰

法人名 備質ブF営和1舌藪席去人 ももの会 チェッタ相

認定、特例認定又饉日定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれ力ヽの欠絡事由に腋当する法人
は日定、特鰐認定又は日定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のしヽり彎面11こ餞当する者がある場合

イ 田定特定非営利活動法人が口定を取り消された場合測ま特例日定特定非営利活動法人が特例口定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当腋諷定特定非営利活動法人又は当錮特

例日定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 盤錮以上の刑に処せられ、その執行を繊わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等由 )若

しくは轟力行ら等処罰法の罪を犯したことにより、又国目lu旨しく!劇也方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑:こ般 られ、その輌行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 曇力国の構成員等僣レ)

2 認定又!締藤 を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 ,日欧測却輿臓計口書の内磨が法令等に違反している法人
4 曰税又は地方税の滞納処分の機行がされているもの又は当麟滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (塁

屁二」日」囲目壁墾LL:國睦望口日:□四l□塁1』聾:國2虫1自堕
`二

!」LL」國醒1國|[ヨl量」[」匡聾:逃1鯉:笙:L:ヨ随:圏E盟■.I孟12L奎上」塾型:

」」菫l□:壼」i饉[墨皿 :日

`」

堕:回E由:墜L:重11豊量!」堕聾Ш塑出」盪団圏四腱□:|コ愛 :±墨」LEと豊塑.菫立)。

5 日税に係る重加算税又:却ヒ方税に係る■加算金を課された日から3年を経過しない法人
6次 のしヽ 力かに腋当する法人

イ 暑力団                                   ´

ロ ニカ団又は曇力国の構成員等の統劇下にある法人

役員のうち、次のしヽ丹し力ヽこ鎮当する者の有無

認定特定非浄

“

!活り離ひω:留睫を取り消された場合又は特夕1熙淀熙疑り耀軒:歴凛法人が特伊嘔定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当崚踪定

特定非増和括寃法人又は当1姜M冽鮨慇定特定非者和:脳勘法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 0

禁鋼以上の刑こ震 られ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有 ①

特定誹営

"括
酬脳鯵若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第
"4条

等若しくは暴力行為等処嗣法の罪を犯したことにより、又は国税者しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を綱畳しない者の有無

有 ③

暴力団の構成員等の有無 有・0

はい い し，
“ 認定又lま特例縣定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

ヽしヽ日ヽ

`
3 定駄又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又l地穂 の滞納処分の執行がされているもの又は当翻 納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

鮒
機

認定、特例認定又は認定の有効醐間の更新の申請時に、上記4二優乙國壼饉饉畳曇螢と堕奎佳壼望ユ饉饉園國囲書

墜』241_並型墜」型塾目慶饉国重」自型墨Jヨ鯉塑L奎壺区コ」」日壁奎12L奎世」ヒ:塾」L饉園自堕聖憂ai三」墨こ」堕饉誕憂日1国瞳壼塾LL」:壺二上____

(注 1)その他の事務所がある場舘よ その他の事務所所在の滞納燿分に係る納師勝磨も添付すること

(注2)役員報酬規程等提出書に:潤樹寸不要                   _

はい い い .

¨
● 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

＾
０ 次のレ可■磁 こヽ腋当する法人

暴力団 出・ヽ

`蔽
〕

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 い・ヽ5万ヽ

′

イ

ロ

ハ

イ

ロ


